
令和６年度 甲種防火管理再講習実施案内 

 

防火管理者のみなさまへ 

現在、防火管理者として選任されている方で、かつ、高度な防火管理を必要とする収容

人員３００人以上の特定防火対象物の防火管理者に対しては、直近の講習の課程を修了し

た日（防災管理新規講習を受講された方は、その受講日）以後における最初の４月１日か

ら５年以内ごとに、防火管理の再講習（以下「甲種防火管理再講習」という。）の受講が

義務付けられています。 

田川地区消防本部では、甲種防火管理再講習を次のとおり実施します。田川市郡内の防

火対象物の関係者又は管内に居住の方を優先して受付を行います。他の地域の方について

は、定員に達してない場合のみ、申込締切日の５日前（8/26～8/30から受付が可能です。 

 ※受講義務の有無及び期間が不明な場合は、お問い合わせください。 

 

１ 実施日時 

  令和６年９月２０日（金） 

  ９時３０分～１１時３０分（受付９時００分～９時３０分） 

２ 実施場所 

  田川地区消防本部２階講堂 

３ 定員 

  ３０名（定員になり次第締め切り） 

４ 申込期間 

  令和６年８月１日（木）～８月３０日（金） 

  受付時間 平日８時３０分～１７時００分（土・日・祝日の受付は行っていません） 

５ 対象者 

  管内防火対象物勤務及び管内居住者であり、収容人員 300 人以上の特定防火対象物の

甲種防火管理者。（管轄外の方は、締め切り 5 日前（8/26～8/30）より定員に空きがあ

った場合、受付け可能です） 

５ 申込方法 

⑴ 「甲種防火管理再講習申込書」に必要事項を記入し、申し込みを行ってください。 

※田川地区消防本部ホームページよりダウンロードしてください。 

 「各種講習案内」→「令和６年度甲種防火管理再講習の実施について」→「甲種 

防火管理再講習申込書」 

 ⑵ 申し込み時、テキスト代として１，５４０円が必要となります。 

※上記⑴から⑵を田川地区消防本部 予防課予防係（２階事務室）に提出してくださ

い。 

 



（電話、FAX、郵送、メールでの申し込みは受け付けておりません。） 

 ⑶ 返金について 

   講習前日までのキャンセルにつきましてはご返金いたします。 

 ⑷ 講習修了後に、修了証の交付手数料として２００円が必要となります。 

６ 講習内容 

 ・防火管理の動向と制度の概要等 

 ・防火対象物の変換と防火管理 

 ・火災事例等に基づく防火管理対策 

 ・防火管理に関する消防法令等の改正概要（おおむね過去５年間） 

 

７ その他 

 ・マスクの着用については個人の判断にお任せします。 

・発熱・風邪の諸症状がある場合、担当へ事前にご相談してください。 

・受講票及び筆記用具を持参してください。 

・講習で使用する教材は講習当日お配りいたします。 

・講習時間を厳守し、全科目を受講しないと修了証の発行はできません。 

  

８ お問合せ先 

  田川地区消防本部 予防課予防係（担当：二橋・二場・松岡） 

℡：０９４７－４４－０６５０（代表電話）/４４－６２５６（予防課直通電話） 

                                  


